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検証も必要となる。 

2)有害事象の予防・対応策の未共有 

被災地での鍼灸施術による有害事象は、

筆者も目の当たりにしている。有害事象は日

常臨床でも起こり得ることで鍼灸師は注意を

払うが、同一治療者の常駐性や治療継続性が

低くフォローが行いづらい、受療者が普段と

異なる環境の中で過負荷状態である、という

災害医療の特徴を踏まえた場合、それだけで

は不十分な場合がある。災害支援時特有状況

に配慮した有害事象の予防と対処の方法論は

鍼灸界ではまだ共有されておらず、一旦有害

事象が発生した時の説明と対処が一様でない

場合、受け入れる側の不信を招く危険性があ

る註 2。 

(2)被災地の状況把握の問題 

警察庁によれば、熊本地震に関連した犯罪

検挙は 30件に及ぶ 9)。報道などで災害に起

因する治安の悪化の可能性が指摘されるなか

で警察が防犯を呼びかけることもあり、被災

自治体や避難所、被災者が部外者に対して警

戒的になることは考えられる(写真.1,2)。こ

のような状況下で、外部からの支援者が被災

地に入るには、細心の注意を払う必要があ

る。 

被災地のインフラや交通手段についての情

報収集は、医療に限らず災害支援の基本とし

て認識されている。同時に、災害医療として

鍼灸を展開するにあたっては、外部支援の受

け入れの素地となる現地の治安状況、医療ニ

ーズの有無を測り不測の事態註 3に備えるた

めに医療環境、避難所数や避難者数、避難所

環境まで含めた情報の収集と評価の技法が必

要と考えられる。 

集めた情報とその評価によって、被災地の

状況に応じた接近の方法と準備を選択するこ

とが、有効な支援の展開につながると考えら

れる。 

 

【結論】 

熊本地震では、本調査で判明した限りで 8

団体が災害時鍼灸医療による被災地支援を行

った。もっとも早い団体は発災 1週間後より

活動を開始し、3ヵ月を経過して継続されて

いるものもあった。このことから、鍼灸によ

り対応できる医療ニーズが災害医療のフェー

ズでいう急性期以降に存在することが示唆さ

れる。 

一方、自治体による鍼灸による支援の受け

入れ拒否や、自治体内での受け入れ窓口の認

識不一致がみられた。背景として災害医療に

おける鍼灸の有効性の認知不足と被災地の状

況把握についての問題が考えられる。 

これらの課題を解決しながら、第外医療に

おける鍼灸の役割の定義をおこなうことが、

今後の災害時鍼灸医療に必要となる。 

註 1;避難所数・避難者数共に熊本県の発表

数を元としているが、行政がすべの被災者と

その状況を把握しているとはいえない。自然

発生的に生まれた「私設避難所」も存在した

が、避難所数のうちに数えられていない。屋

内での被害を回避するために車中泊をしてい

る被災者の中には、行政のカウントから漏れ

ている人達もいた。したがって、避難所数・

被災者数共に行政発表より多かったと考えら

れる。 

註 2;被災地には様々な民間療法家、いわゆ

る「無資格者」が支援に入ることが多い。こ

れらの無資格者が起こした有害事象が「鍼灸

やマッサージ(有資格者)で具合が悪くなっ

た」と誤認されるケースがある。被災者によ

っては鍼灸と無資格民間療法が混同されて認

識されていること、同様のことは、被災自治

体の職員や医療支援スタッフにおいても有り

得ることに、鍼灸師は留意すべきである。 

註 3;自験例だが、熊本地震の支援中に、救

護班が常駐していない場所で、鍼灸師の対応

の限度を超えた外傷について相談されたこと

がある。 

註 4;行政の医療担当部署、災害ボランティ

アセンター、既に被災地で活動を行っている

団体、地域の知己など、支援活動の入り口は

複数考え得る。 

 

【文献】 

1) 内閣府.平成 28年(2016年)熊本県熊本

地方を震源とする地震に係る被害状況

等について.2016年 12月 14日 
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原著 

鍼灸・按摩療法に関する免許制度と教育制度に見る 

ベトナムと日本の比較研究 

comparing research of license and education system of 

acupuncture moxibustion, massage between Japan and Vietnam  
Phan van son 1), 藤井亮輔 2) 

1) 筑波技術大学技術科学研究科保健科学専攻鍼灸学コース 

2) 筑波技術大学保健学部保健学科鍼灸学専攻 

 

abstract 

Objective: To search for the similarity anh difference in the license and education 

system of acupuncture and massage between Japan and Vietnam, and to distribute the basic 

materials to the policy review of developing the qualification of acupuncture and 

massage therapy as well as improving the independence of visually impaired persons in 

Vietnam.  

Methods: We translated and analyzed the related materials collected from internet as 

well as library etc, compared the license and education system of acupuncture and 

massage of both countries, and reviewed the applicable contents to Vietnam.  

Results: In Japan,  all the matters related to acupuncture and massage including 

license, education, examinations, etc are defined in detail and clearly in the law 

called “anma-massage-shiatsu practitioner, acupuncturist and moxibustionist related 

law” (below called Ahaki law).  

In Vietnam, the matters related to the medical system in general as well as the system 

of traditional medicine including acupuncture and massage are defined in “diagnosis and 

treatment law”; the other matters related to acupuncture and massage such as education, 

examinations etc are defined in different  laws; in addition, the maters related to 

massage are also defined in the ordinance of the ministry of health No. 11 2001 

Consideration: Inorder to improve the qualification of acupuncture moxibustion massage 

practitioners, Vietnam needs to refer to the  national examination system as well as the 

education system ( such as the regulations related to the standard of teachers, 

curriculum etc) of Japan, and need to revise  related regulations in Vietnam. In 

addition, inorder to improve the independence of the visually impaired persons in 

Vietnam, we need to apply the support system for the visually impaired persons of Japan, 

to improve the reasonable accommodation for the visually impair persons in Vietnam. 

Conclusions:Through this research, we found that there are many differences in 

acupuncture, massage system  between Japan and Vietnam. In order to develope the quality 

of these therapies and to improove the independence of the visually impaired persons in 

Vietnam, we need to  consult the related law system of Japan to revise the related law 

system in Vietnam.  

Keyword: acupuncture moxibustion, massage, license, education, visually impairment, 

independence, Japan, Vietnam 




